
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 プランの内容 
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基本目標１ 男女平等の意識づくり                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会全体における男女の地位の平等感について（性別） 

 
 

14.1

20.3

17.5

41.5

50

46.2

21.8

13.4

17.2

4.2

1.7

2.9

2.8

1.2

1.9

9.2

9.3

9.2

6.3

4.1

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

(142)

女性

(172)

全体

(314)

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

男女平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答

第４章 プランの内容 

現状と課題 

男女の役割分担にはさまざまな形態があり、それが、それぞれの個人や家

族が主体的に選択したものであれば尊重されるべきものですが、性別だけを

理由に、その役割分担を望まない人にまで押し付けることは、生き方につい

て選択肢を狭め、不平等感を生むことにつながるおそれがあります。 

男女の不平等感を解消し、男女がともに個性と能力を十分に発揮できる社

会を実現するためには、性別だけを理由に、個人の意思に反して役割を固定

的に決めるのではなく、それぞれの個人や家族の主体的な選択が尊重され、

男女のいずれもが多様なライフスタイルを選択できることが必要です。家庭

や地域、職場などさまざまな場で、社会制度や慣行などの中に不平等な役割

分担が認められ、それが個人の個性と能力の発揮を阻害すると考えられる場

合には、社会全体で議論し、社会的合意を得ながら見直しを進めていく必要

があります。 

施策の方向 1-1 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の意識づくり 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 
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男女の地位の平等感についてどう思いますか。（性別） 

 

 

8.5

15.1

18.3

34.9

15.5

21.5

25.4

36.6

2.1

4.7

15.5

22.7

6.3

19.8

2.1

36

46.5

31.4

40.1

36

38

35.5

10.6

12.2

33.8

29.1

28.9

34.3

40.8

21.5

14.1

14

24.6

15.7

12.7

8.1

43.7

46.5

24.6

23.8

35.9

28.5

2.8

1.7

2.8

1.2

2.1

1.2

2.1

0.6

7

1.7

7

2.3

8.5

4.1

4.2

0

2.1

0.6

0.7

0.6

1.4

0

2.1

0.6

2.1

0

3.5

2.3

14.8

20.3

9.2

11.6

9.9

18.6

10.6

12.2

23.9

27.9

9.2

14.5

12.7

7.6

7.7

5.2

7

6.4

7

6.4

9.9

7

10.6

6.4

7.7

7.6

4.2

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性(142)

女性(172)

男性(142)

女性(172)

男性(142)

女性(172)

男性(142)

女性(172)

男性(142)

女性(172)

男性(142)

女性(172)

男性(142)

女性(172)

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

男女平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答

家庭生活 

職 場 

学校教育の場 

政治の場 

行政区等の

地域活動の場 

慣 習、

しきたりなど 

法 律 、

制度上では 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 
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施  策 施策内容 担  当 

男女共同参画関連

の意識啓発の充実 

男女共同参画の理念や意義について、町民

一人ひとりの理解を深めていくことができ

るよう、広報紙やホームページ等で効果的

な広報、啓発を行う。また、男女共同参画

に関する国・県・他市町村の情報収集と町

民の意識・実態調査を実施し、断続的に調

査研究等を進める。 

 

 

人権・男女共同推進室 

男女共同参画関連

の講演会の開催 

男女共同参画に関する意識の向上を図り、

能力や行動力を高め参加しやすい日時等に

配慮した講演会等を開催する。 

 

施策の方向 1-2 男女共同参画社会を可能にする教育・学習の推進 

施 策 

 男女共同参画社会を実現するためには、男女がともに自立して個性と能力

を発揮し、仕事や生き方について多様な選択ができるようにすべきです。そ

の基礎となるのが教育・学習です。人権尊重を基盤とした男女共同参画につ

いて理解を深めるために、学校，家庭，地域など社会のあらゆる分野におい

て、男女共同参画を推進する教育・学習の充実を図ることが重要です。 

社会教育においては、男女が生涯を通じて個人の尊厳と男女平等の意識を

高めるとともに、家庭生活の大切さを認識するような学習機会の提供に努め

る必要があります。また、学校教育においては、日本国憲法及び教育基本法

の精神にのっとり、発達段階に応じ、個人の尊厳、男女平等に関する教育の

充実に努めることが大切です。このため、人権の尊重，男女の相互理解と協

力の重要性，家庭生活の大切さなどについて指導の充実を図ります。 

 男女がそれぞれの個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野に参画

していくためには、各人が自らの生き方，能力，適正を考え、主体的に進路

を選択する能力と態度を身につけるよう、キャリア教育や生涯学習を促進す

る必要があります。 

現状と課題 
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男女ともに仕事や生き方について多様な選択ができるようにすべきである 

 

 
 

 

 

 

 

 

施  策 施策内容 担  当 

男女平等を推進

する保育，幼児教

育の充実 

子どもの人格形成は成長過程において大き

な影響力を持っていることから、日常生活

を通じて子どもが自然に男女平等意識を育

むことができるような意識づくりのため

に、出産前の男女を対象に、両親学級や男

の料理教室等を推進する。 

健康推進課            

男女共同参画を

めざす教育・学習

の推進 

児童・生徒の価値観や行動の形成の基盤と

して、発達段階に応じて男女平等教育を推

進し、差別や偏見をなくすための人権教育

や職業体験教育の拡充を図る。 

学校教育課     

人権・男女共同推進室 

 

 

 

 

54.2

55.8

55.1

31.7

30.2

30.9

4.2

4.7

4.5

2.8

1.2

1.9

2.8

4.1

3.5

4.2

4.1

4.1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

(142)

女性

(172)

全体

(314)

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない 無回答

施 策 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 
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施  策 施策内容 担  当 

学習機会と内容

の充実 

町民の多様なニーズに応えるため、夜間講

座の拡充や公民館教室の内容の充実，新規

講座開設など、公民館利用の拡大を図る。 

生涯学習課     

まちづくり推進課  

人権・男女共同推進室 

スポーツ・レクリ

エーションイベ

ント等の開催 

老若男女幅広く各種スポーツ大会やイベン

ト等に参加ができるよう、情報を収集し提

供に努める。また、各種スポーツ大会をは

じめ、ウォーキング・ハイキング大会，町

民祭等の開催を支援する。 

生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 1-3 男女共同参画を支える生涯学習の充実 

 近年の少子高齢化や情報化，価値観の多様化などの急速な社会変化は、人

間関係の希薄化をはじめとして、豊かな心や充実した暮らしの喪失などの問

題を生じさせていますが、誰もが生き生きと輝くことのできる充実した生涯

学習社会を創造することが求められています。 

 本町においては、公民館教室や自主グループ，短期講座，映画鑑賞会をは

じめとして、先進地視察や生涯学習フェスティバルの開催などを通した生涯

学習活動の場作りの充実に取り組んでおり、今後も継続的な実施と更なる充

実を図っていく必要があります。また、誰もが生涯にわたってスポーツ・レ

クリエーションに親しむことのできる環境づくりが求められる今日、町民運

動会をはじめとして少年スポーツ大会や気軽に楽しめるイベントの開催のほ

か、総合運動場やふれあいの里のグラウンドゴルフ場，ゲートボール場など

の施設の適正な管理・運営に努めていく必要があります。 

現状と課題 

施 策 
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セクハラ（セクシュアル・ハラスメント）を受けたことがあるか 

 

0

3.3

3.3

9.1

0

5.9

5.7

10.3

10

16

14.8

6.3

2.8

10.5

7

51.4

76.7

76.7

81.8

100

70.6

77.1

76.9

83.3

84

85.2

87.5

72.5

81.4

77.4

18.9

10

6.7

0

0

17.6

5.7

2.6

6.7

0

0

6.3

10.6

3.5

6.7

29.7

10

13.3

9.1

0

5.9

11.4

10.3

0

0

0

0

14.1

4.7

8.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳以上男性（37）

60歳代男性（30）

50歳代男性（30）

40歳代男性（11）

30歳代男性（17）

20歳代男性（17）

70歳以上女性（35）

60歳代女性（39）

50歳代女性（30）

40歳代女性（25）

30歳代女性（27）

20歳代女性（16）

男性（142）

女性（172）

全体（314）

ある ない わからない 無回答

施策の方向 1-4 男女間におけるあらゆる暴力の根絶 

 夫婦や親しい男女間の暴力について、これまでは家庭内や個人的な問題と

して捉えられることが多く、このような風潮がさらに問題を内存化させ、被

害者をより一層深刻な事態に追い込むという状況がありました。 

 しかしながら、暴力は身体的なものに限らず精神的なものもあり、人権侵

害という点から絶対に許すことのできないものです。このような問題の背後

にある女性軽視といったような性別による差別的な見方や考え方に気づき、

これを改めていく必要があります。このため、DV（ドメスティック・バイオ

レンス）やセクハラ（セクシュアル・ハラスメント）等を個人の問題として

捉えることなく、社会全体でこれらの防止や問題解決に取り組んでいくため

の意識啓発をはじめ、「DV 法」や「ストーカー規制法」等関連法の周知に

努めていく必要があります。 

現状と課題 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年）  
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DV（ドメスティック・バイオレンス）を受けたことがあるか 

 

 

 

DV（ドメスティック・バイオレンス）を受けたことがあるものはどれですか 

 

0

10

0

0

5.9

0

2.9

15.4

13.3

4

3.7

6.3

2.8

8.1

5.7

64.9

76.7

83.3

81.8

94.1

82.4

88.6

66.7

80

92

96.3

93.8

78.2

84.3

81.5

8.1

6.7

3.3

9.1

0

11.8

0

0

3.3

0

0

0

6.3

0.6

3.2

27

6.7

13.3

9.1

0

5.9

8.6

17.9

3.3

4

0

0

12.7

7

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳以上男性（37）

60歳代男性（30）

50歳代男性（30）

40歳代男性（11）

30歳代男性（17）

20歳代男性（17）

70歳以上女性（35）

60歳代女性（39）

50歳代女性（30）

40歳代女性（25）

30歳代女性（27）

20歳代女性（16）

男性（142）

女性（172）

全体（314）

ある ない わからない 無回答

1.7

1.7

3.3

6.8

10.2

10.2

11.9

23.7

23.7

0 5 10 15 20 25

げんこつで殴られたり、足で蹴られたりする

避妊に協力しない

過剰な束縛をする

物で殴られたり、投げつけられたりする

大切にしているものを捨てたり、壊したりする

何を言っても無視をする

生活費を渡さないなど、経済的に押さえつける

大声で怒鳴ったり、暴言を吐く

罵声を浴びせる

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年）  

 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年）  

 

ｎ=(55) 

 (%) 
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施  策 施策内容 担  当 

人権尊重への働

きかけ 

雇用の場におけるセクハラ＊1 の防止に向け

て、事業主等の意識啓発を促進すると共に、

ホームページや広報紙等での啓発を図る。 

人権・男女共同推進室 

相談体制の支援

と充実 

DV＊2や虐待などの防止と早期発見に努め、

DV相談、こころの健康相談、心配ごと相談

等の相談体制を強化し、関係機関との連携

を図る。また、安心して被害者を支援でき

る環境づくりを推進する。 

人権・男女共同推進室                 

健康推進課 

社会福祉課           

子ども未来課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 セクハラ（セクシュアル・ハラスメント） 

 相手の意に反した性的な性質の言動で、身体の不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる

場所へのわいせつな写真の提示など、様々な態様のものが含まれます。 

※2 DV（ドメスティック・バイオレンス） 

配偶者からの生命または身体に危害を及ぼす暴力、またはこれに準ずる身体に有害な影響を及ぼす言動をいいます。

「殴る」「蹴る」といった身体への暴力だけでなく、「人格を否定するような暴言を吐く」「無視する」等の精神的暴力や、

「生活費を渡さない」等の経済的暴力、「性的行為を強要する」「避妊に協力しない」等の性的暴力も含まれます。 

施 策 
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基本目標２ あらゆる分野への男女共同参画の推進                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町審議会等委員及び町職員管理職に占める女性の割合（経年比較） 

 

 

14.3
16

11.1

15.6

15.4
14.3

6.7 6.7

3.4

7.4
6.9

19.3

0

5

10

15

20

25

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

町審議会等委員 町職員管理職

現状と課題 

将来にわたって活力ある社会を創造していくためには、幅広い人材の育成

とともに、視野を広げ、新たな発想を取り入れていくことが重要です。こう

した観点から、政策・方針を決定する過程に女性の参画を進めることが、大

きな鍵となっています。  

本町における審議会等への女性委員の登用率並びに女性管理職率は、平成

22年から横ばいの傾向があり、目標値の30％が達成できていないのが現状

です。 

こうしたことから、女性の登用を推進するためには、審議会等の委員に積

極的に女性を登用するよう、関係者への働きかけや協力要請のさらなる強化

が必要です。また、女性が管理職になれるような環境作りや意識啓発が必要

です。女性が持てる能力を十分に発揮し成長できるよう、人材育成や能力開

発のための学習機会を充実させ、女性同士の情報交換やネットワークづくり

を支援していくことが課題となります。 

施策の方向 2-1 女性の更なる政策・方針決定過程への参画 

出典：境町 審議会，委員会における女性委員割合調査（各年４月 1 日現在） 
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施  策 施策内容 担  当 

審議会及び委員

会等への女性委

員の登用 

各種審議会及び委員会における女性登用の

段階的目標を設定し、登用率向上を図ると

ともに、団体や組織などに働きかける。 

人権・男女共同推進室 

関係各課 

女性リーダー育

成及びネットワ

ークの強化 

女性が所属する各種団体と連携し、さまざ

まなフォーラムやイベント等を実施するこ

とでリーダー育成とネットワークを強化す

る。 

人権・男女共同推進室 

境町男女共同参

画条例（仮称）の

制定 

男女共同参画社会において、町が目指すべ

き基本理念及び施策の基本事項を定める。 

 

人権・男女共同推進室 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 

現状と課題 

地域社会、は男性にとっても女性にとっても大切な生活の場となっていま

す、豊かで活力のある地域社会の形成のためには、地域活動の役員は男性と

いうような固定的な性別役割分担意識を見直し、男女が共に参画していくこ

とが大切です。 

近年はさまざまな課題をもって主体的に取り組む町内の団体による活動も

活発となっており、行政のパートナーとして、また女性の社会参画の場とし

ての役割も大きくなっています。男女共同参画社会の実現のためには一人ひ

とりが自らのこととして取り組むことが必要であり、これらの主体的な活動

を育成・支援し、協働していくことが必要となっています。 

 また、災害時の被災者への対策には地域社会における女性の果たす役割や

避難生活での男女のニーズの違いを把握することが重要であり、男女共同参

画の視点に留意して女性や子育て家庭に配慮した対策を推進する必要があり

ます。 

施策の方向 2-2 地域社会における男女共同参画 
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自主的に参加している活動 

 

 

 

 

 

活動に参加しない理由 

 

20

27.3

23.4

44

36.3

40.4

2.6

1.5

2.1

6.7

13.7

10

14.7

13.7

14.2

9.3

4.5

7.1

2.7

1.5

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性(75)

女性(66)

全体(141)

趣味・学習・スポーツ活動 行政区・ＰＴＡ・子供会などと地域活動

リサイクル・消費生活相談 国際交流活動

ボランティア活動・福祉活動 環境保護・まちづくりなどの住民活動や社会活動

防災・防犯などの活動 その他

2.4

16.1

3.4

6.3

8.8

11.7

22

29.3

0 10 20 30 40

無回答

その他

参加したいが、家事・育児・介護等で忙しいから

地域の人と特に親しくなりたいと思わないから

情報がないから

地域の活動に関心がないから

きっかけがないから

参加したいが、仕事が忙しいから

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 

 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 

 

ｎ=(205) 

 (%) 
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施  策 施策内容 担  当 

地域で活動する

組織の意識づく

り 

町内会・自治会や PTA等の地域組織におい

て、固定的な性別役割分担意識の見直しと

意識づくりのため、区長会や PTA 等に投げ

かけ意識啓発に努める。 

総務課             

生涯学習課           

学校教育課 

地域の防災・防

犯・消防活動等へ

の積極的な参加

促進 

地域に密着した予防啓発活動を行い、防災

計画と体制づくりに努める。また、女性消

防団の積極的な参加を促し、被災・復興時

における諸問題を回避するため、女性の視

点を取り入れた活動を推進する。 

防災安全課 

自然環境保全と

緑化の推進 

環境美化団体と連携し、日常生活の中から、

環境を守るための意識啓発活動に努める。

また、花いっぱい運動等の緑化活動を推進

し、社会参加機会の拡大や環境の整備に努

める。 

防災安全課           

総務課                    

生涯学習課 

青少年育成の支

援 

休日を利用して豊かな体験活動の機会と場

所を提供し、自然体験や社会体験などの活

動を通して、主体性を持ったたくましい子

どもを育成する。 

生涯学習課 

町議会傍聴の促

進 

議員以外の住民が議会の状況を直接見聞

し、政治への関心や理解の向上を図るため

に、定例会日程・内容等について広報紙面

やホームページに掲載し周知する。 

議会事務局 

 

 

 

 

 

 

％ 

施 策 
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「国際交流友の会さ･か･い」日本語教室の受講数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7

8

23

10

20

28

38

42

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年

生徒数

現状と課題 

 近年国際化の進展に伴い、外国との交流を通じて、国際化に対応したまち

づくりが求められています。また、異なる文化や価値観への理解を促進する

とともに、本町の様々な情報を発信し、町の活性化に繋げていく必要があり

ます。本町では、外国人が不自由なく生活できるよう、民間団体が開催して

いる日本語教室の活動を継続支援しています。本町在住の外国人の増加に伴

い、平成 17 年から右肩上がりで受講する生徒数が増えています。また、受

講生の多くはブラジルやパキスタンなどの出身者で毎年継続する受講者も多

いようです。 

施策の方向 2-3 男女共同参画の視点からの国際的協調の促進 

(人） 

出典：境町 国際交流友会さ･か･い 調査（各年 4 月 1 日現在） 

 

ブラジル 29 人 インドネシア 4 人 オーストラリア 1 人 

パキスタン 21 人 台湾 5 人 カナダ 1 人 

インド 20 人 イラク 5 人 ネパール 1 人 

中国 20 人 アフガニスタン 4 人 韓国 1 人 

タイ 16 人 ベトナム 3 人 ウガンダ 1 人 

フィリピン 12 人 南アフリカ 2 人 ガンビア 1 人 

バングラディッシュ 10 人 ペルー 2 人 イタリア 1 人 

スリランカ 9 人 イギリス 2 人    
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施  策 施策内容 担  当 

グローバル化に

対応した英語教

育 

異文化に対する理解や国際感覚を深めるた

め、小学１年生からの ALT＊1や NLT＊2を

活用し低学年からの英語教育に努める。ま

た、生涯学習分野における国際理解教育の

ための講座等の充実を図る。 

学校教育課           

生涯学習課 

国際交流推進事

業の充実 

「国際交流友の会さ･か･い」と連携し、町

内在住の外国人に対し日本語を教え、地域

との交流や日常生活への利便性・情報交換

の場になる日本語教室を開催する。 

まちづくり推進課 

国際交流の推進 

長田小学校で行われているアルゼンチン共

和国との交流を支援するとともに、町レベ

ルでの交流を推進する。また、異文化や価

値観への理解を深めるとともに文化交流に

努める。 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 
 
※1 ALT 

 小中学校などの英語の授業で日本人教師を補助する外国人教師のこと。 

※2 NLT 

 その外国語を母国として話す外国語教師のこと。 

※3 M 字カーブ 

 日本の女性の年齢階級別の労働力率（労働力人口/15 歳以上の人口）が、出産・育児期に低下し、40 歳代で再び高

くなること。 

施 策 
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基本目標３ 多様な働き方を可能にする社会づくり                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の就業について 

 

 

女性は出産や子

育てで一時的に仕

事を辞め、その時

期が過ぎたら再び

仕事をもつ方がよ

い

60%

女性は子どもが生

まれても、ずっと仕

事を続ける方がよ

い

26%

女性は子どもがで

きるまでは、仕事

を続けた方がよい

6%

女性は結婚するま

では、仕事を続け

た方がよい

3%

女性は仕事を一生

持たない方がよい

1%

その他

3%

無回答

2%

現状と課題 

男女が個性と能力をともに発揮できる社会を実現するため、実効性のある積極的格差

是正措置（ポジティブ・アクション）の推進や、女性が働き続けることができ、暮らし

ていける賃金を確保することができるよう雇用の問題、特に男女間の賃金格差の解消、

子育てや介護等でいったん仕事を中断した女性の「M字カーブ＊3」の解消、長時間労働

の抑制、非正規雇用における課題の取り組みの推進が掲げられています。少子高齢化に

よる労働人口の減少が進む中で、女性をはじめとする多様な人材を活用することは、本

人にとっても、企業や社会全体にとっても有益なことであると考えられます。女性の社

会進出が進んだといわれる今日でも、まだ女性の参画が不十分な分野も多くみられます

が、女性の新しい発想や多様な能力が活かせるよう、様々な分野への女性のチャレンジ

を進めていく必要があります。 

また、本町においては、再就職を望む割合が高くなっていますが、職業を継続するた

めの条件を求める回答も多いことから、再就職支援を充実させるとともに、職業継続の

ための支援が必要となっています。 

 

施策の方向 3-1 雇用の場における男女平等の確保 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 
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施  策 施策内容 担  当 

雇用の場におけ

るポジティブ・ア

クション＊1 の促

進 

基礎知識やノウハウ等を習得するためのセ

ミナーの開催等の情報収集と提供に努め

る。 

人権・男女共同推進室

関係各課 

労働環境への改

善に対する啓発 

雇用条件や職務内容の男女平等を実現する

ために、男女雇用機会均等法や労働基準法、

パート労働法などの関係法令を国や県の機

関紙や広報紙等で周知に努める。 

人権・男女共同推進室

関係各課 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 ポジティブ・アクション（積極的改善処置） 

 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に関わる男

女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。 

現状と課題 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現は、人々の健康を

維持し、趣味や学習、ボランティア活動や地域社会への参画等を通じた自己実

現を可能とするとともに、男性の家庭生活への参画や女性の就業継続及び政

策・方針決定過程への参画を進める上でも不可欠です。誰もが仕事と生活の調

和を実現し、いきいきと暮らすためには、家事，育児，介護などに男女がとも

に取り組むことが必要ですが、男性の家庭生活への参画は、長時間労働の影響

などもあり進んでおらず、家事・育児等の負担は女性に偏っているのが現状で

す。 

女性が仕事を続けるために必要なこととして、多くの方が「保育所・放課後

児童クラブなど子育て環境の整備充実」，「家庭や夫の理解・協力」を挙げて

いること等から、仕事と生活の調和に向けた社会的気運の醸成、男性の子育

て・介護・家事への参画の促進等を進めていくとともに、安心して子育てがで

きるよう、多様な需要に応じた保育サービスの整備、子育ての不安の解消を図

るための相談・支援体制の充実、さらには、子育て・介護を行う人が孤立する

ことがないよう、地域社会全体で相互に支え合う意識を高めるための取り組み

を推進することが必要です。 

 

施策の方向 3-2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の促進 

施 策 
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「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度について（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

2.5

27.4

9.2

9.1

1.9

22

22

1.4

1

3.8

4.8

28.2

17.7

20.1

28

3.9

3.7

3.8

2.5

6.4

6.2

9.2

12.1

16.1

52.4

7

11.8

15.1

10.3

3.8

4.8

5.8

4.3

2.9

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現実（実際）（485）

理想（希望）（485）

現実（実際）（314）

理想（希望）（314）

「仕事」を優先したい・している
「家庭生活」を優先したい・している
「地域・個人の生活」を優先したい・している
「仕事」と「家庭生活」を優先したい・している
「仕事」と「地域・個人の生活」を優先したい・している
「家庭生活」と「地域・個人の生活」を優先したい・している
「仕事」「家庭生活」と「地域・個人の生活」を優先したい・している
わからない
無回答

平 

成

27

年 

平 

成

22

年 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 2２年） 

 出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 
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「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度について（実際・性別） 

 
 

 

10.8

23.3

46.7

63.6

35.3

47.1

2.9

25.6

20

36

25.9

43.8

32.4

23.3

18.9

16.7

3.3

18.2

17.6

5.9

40

35.9

30

8

33.3

12.5

13.4

29.1

10.8

10

0

0

0

11.8

5.7

0

0

0

3.7

0

6.3

1.7

10.8

33.3

30

0

23.5

17.6

14.3

10.3

20

36

25.9

12.5

21.1

19.2

2.7

0

3.3

9.1

5.9

17.6

0

5.1

3.3

4

0

6.3

4.9

2.9

32.4

6.7

0

0

0

0

22.9

12.8

6.7

0

0

0

9.9

8.7

2.7

6.7

16.7

9.1

5.9

0

2.9

5.1

10

12

7.4

6.3

7

7

0

0

0

0

11.8

0

2.9

2.6

10

4

3.7

18.8

1.4

5.8

10.8

3.3

0

0

0

0

8.6

2.6

0

0

0

0

35

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳以上男性（37）

60歳代男性（30）

50歳代男性（30）

40歳代男性（11）

30歳代男性（17）

20歳代男性（17）

70歳以上女性（35）

60歳代女性（39）

50歳代女性（30）

40歳代女性（25）

30歳代女性（27）

20歳代女性（16）

男性（142）

女性（172）

「仕事」を優先したい・している
「家庭生活」を優先したい・している
「地域・個人の生活」を優先したい・している
「仕事」と「家庭生活」を優先したい・している
「仕事」と「地域・個人の生活」を優先したい・している
「家庭生活」と「地域・個人の生活」を優先したい・している
「仕事」「家庭生活」と「地域・個人の生活」を優先したい・している
わからない
無回答

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 
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施  策 施策内容 担  当 

境町子ども・子育

て支援事業計画

の推進 

境町子ども・子育て支援事業計画に基づき、

子育てと地域・職場における次世代育成支

援意識の高揚啓発を図る。 

子ども未来課 

育児・介護休業等

制度の周知と活

用 

育児・介護休業制度の周知を図り、商工会

との連携により各事業所への取り組み普及

を推進する。 

子ども未来課          

介護福祉課           

人権・男女共同推進室 

再就職・再雇用の

啓発・普及 

妊娠・出産・育児等のために退職した女性

が再就職できるよう、事業主へ向けたポス

ターやチラシ等で再雇用制度の周知と啓発

を図る。 

人権・男女共同推進室 

関係各課 

介護支援体制の

充実 

地域包括支援センターと連携し、介護に関

する相談及び情報提供に努める。 
介護福祉課 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 農業を取り巻く状況は、農業従事者の高齢化や後継者の不足、輸入農作物

の拡大が進むなかで、農業再生協議会を中心に所得保障制度を進め、畑作物

や新規需要米を戦略作物として、農業経営の安定と自給率の向上、担い手の

育成や耕作放置地の解消に向けた取り組みを進めているところです。 

 商店街は後継者不足や事業主の高齢化、廃業や事業の縮小などが進行して

おり、商店街としての魅力や機能を取り戻す取り組みをしていく必要があり

ます。 

 農業、商業共に後継者不足が深刻化する中で、地域農業改良普及センター

や商工会と連携して自営業のお嫁さんをはじめとした、女性の参加を促す必

要があります。 

施策の方向 3-3 女性が職業能力を発揮するための支援 

施 策 
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施  策 施策内容 担  当 

商工業における

女性の交流拡大

と起業支援 

商工業における女性経営参画拡大を図るた

め、境町商工会と連携し、組織への女性の

参加や組織活動の活性化、各種セミナーへ

の女性の参加等を促進する。 

まちづくり推進課 

農業者組織への

女性の参画促進 

女性が農業経営者の組織へ積極的に参加す

ることにより、発言の場が拡大できるよう

各種会議等へ参加を促進するなど、意識改

革のための啓発を行う。また、女性農業者

や新規就農者の拡大を図るために、茨城県

県西農林事務所（坂東地域農業改良普及セ

ンター）等と連携を取る。 

女性農業委員については、1 農業委員会当

たり複数の選出を目指すとともに、認定農

業者の農業委員についても全体の 2 割の選

出を目標としている。 

農業政策課 

農業委員会 

安定した農業経

営の実現を支援 

農家の女性を対象にしたセミナーや講座開

催等の情報提供をし、若手農業者の安定し

た農業経営の実現を支援する。坂東地域農

業改良普及センター等と連携を取る。 

農業政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 
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基本目標４ すこやかで安心して暮らせる環境づくり                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性も家事・育児に積極的に参加すべきである 

 

45.1

61.6

54.1

42.3

27.9

34.4

2.8

1.7

2.2

4.9

1.2

2.9

0.7

4.1

2.5

4.2

3.5

3.8

男性（142）

女性（172）

全体（314）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

わからない 無回答

現状と課題 

育児は、多くの場合、主として母親に委ねられており、育児に追いつめら

れた母親の悩みや子どもへの虐待の増加など、さまざまな問題も起きていま

す。これからは、父親も積極的に関わっていくことが必要です。さらに地域

と一体となって子育てを行うことが求められています。そのため、地域全体

で子育てを支えていく環境づくりが重要です。 

 現在、少子化の原因は、子育ての経済的負担や仕事と子育てと両立の難し

さにあるといわれており、男女がともにゆとりを持って働き続けられる環境

づくりが、少子化の傾向に歯止めをかける大きなカギであるといえます。男

女にかかわらず仕事を続けたいと望む人が仕事と家庭との両立ができるよう

に、多様なライフスタイルに対応した子育て支援の体制を充実していく必要

があります。 

 

施策の方向 4-1 子育てにおける男女共同参画 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 

 



 

  48 

 

 

 

施  策 施策内容 担  当 

育児サークルの

支援 

乳幼児健診時や育児相談時に育児サークル

の PRを行い、多くの親子が参加できるよう

支援する。 

健康推進課 

子育て支援交流 

子育て中のボランティア団体の協力のも

と、講演会や親子相談、親子イベントなど

の開催を支援する。 

子ども未来課 

子育てネットワ

ーク 

交流のみならず、育児支援体制の必要性を

地域に広げ、育児サークルの支援とともに

リーダーの育成を図る。 

子ども未来課 

保育対策の充実 

多様な就業形態や保育ニーズに合わせた保

育サービス（一時預かり・特定保育・延長

保育・休日保育）や施設の充実を推進する。 

子ども未来課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

施 策 
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施  策 施策内容 担  当 

女性の就業関連

情報提供 

国・県と連携し、ひとり親家庭の母子自立

支援プログラム策定事業等の周知を行う。

求人情報についてはハローワークと連携し

情報周知をする。 

子ども未来課       

人権・男女共同推進室 

相談支援体制の

充実と母子・寡婦

福祉会の育成 

関係機関と連携を図り、相談支援体制の充

実に努める。また、母子家庭や寡婦の方の

精神的，経済的不安等に対する援護体制と

して、母子・寡婦福祉会の育成を図る。 

子ども未来課 

 

 

 

 
 

現状と課題 

 本町におけるひとり親家族（母子家庭・父子家庭）は、病気や事故に加え

て離婚などから年々増加の傾向にあり、生活の維持や子供の養育費などの

様々な問題を抱え、経済的にも精神的にも負担が大きくなっています。 

 県の制度である、ひとり親家庭への経済的な保障制度や母子家庭への貸付

金制度での就業支援を活用しながら、今後もひとり親家庭の自立に向けた取

り組みを進めていく必要があります。 

施策の方向 4-2 ひとり親家庭に対する支援の充実 

施 策 
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要介護認定者数の推移 

 

 
 

48 42 48 47

104 88 89 101

110 145
177 163

145
182

212 228

161
137

144
158130

145

141
159

98
103

82
89

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

現状と課題 

 急速な高齢化の進行に伴い、団塊の世代が65歳を迎える平成27年には、4

人に1人が高齢者になると予想されているなかで、本町の将来推計では、平

成26年に高齢者人口が6,230人に達し、高齢化率は24.8％になると見込ま

れています。  

本町では、平成12年度から「いつでもやすらぎとやさしさを感じて暮らせ

るまち」を基本理念として、介護保険事業計画と高齢者福祉計画を一体的に

策定し、健康づくりや社会参加の促進を図るとともに、保健・福祉の連携強

化によるサービスの向上に取り組み、高齢者が住み慣れた地域で、安心して

自立した生活を営むことができるよう、高齢者を地域全体で支えていく体制

づくりや支援の充実が求められています。 

 

施策の方向 4-3 介護を支援する環境づくり 

 

出典：介護保険事業報告書（各年年度末現在） 
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介護をする上で困っていること 

 
 

 

 

2.6

0.2

1.3

2

3.3

5.3

6.6

7.5

10.1

13.1

14.9

16.4

16.6

0 5 10 15 20

無回答

その他

わからない

緊急の場合に対応できる医療機関が近くにないこと

要介護者が現在の住まいで生活できなくなること

介護サービスについての情報が少ないこと

介護をする上で、住宅の構造に問題があること

必要な介護知識がないこと

仕事に支障がでる、辞めなくてはいけないこと

介護に要する経済的負担が大きいこと

家を留守にできない、自由に行動できないこと

介護の負担が重く、肉体的負担が大きいこと

ストレスや精神的負担が大きいこと

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 
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施  策 施策内容 担  当 

介護保険制度の

周知 

介護保険制度を正しく理解してもらい、安

心して老後を過ごせるよう、サービスの内

容について、広報紙やパンフレット等によ

る PR活動や相談体制の充実を図る。 

介護福祉課 

介護予防対策 

地域包括支援センターの充実を図り、地域

支援事業や介護予防事業の実施により、要

介護状態に移行する高齢者を少なくする施

策の充実と、要介護状態になっても安心し

て暮らせる体制を確立する。 

介護福祉課 

生きがい対策へ

の充実 

健康増進のためのグランドゴルフやゲート

ボール等のスポーツ活動の振興、各種講座、

老人クラブ等の充実を図り、高齢者が自ら

地域社会の一員として活動に参加できる環

境づくりに努める。 

介護福祉課        

生涯学習課 

生活支援サービ

スの充実 

緊急通報システムの設置を拡大し、ひとり

暮らし高齢者を支援するとともに、在宅で

高齢者等を介護している家族に対する支援

体制を促進する。 

介護福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 
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施  策 施策内容 担  当 

社会参加への促

進 

障害交流センター等と連携し、障害及び障

害者に対する正しい理解を深めるため、広

報啓発に努める。また、障害福祉サービス

や地域行事への参加等の情報提供と社会参

加意識の向上に努める。 

社会福祉課 

日常生活の支援 

福祉サービスに関する情報収集や提供する

窓口を充実。また、社会福祉協議会と連携

し、町民ボランティア活動を促進する。 

社会福祉課        

社会福祉協議会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

現状と課題 

高齢化の進展に伴う疾患や交通事故、社会環境の複雑化に伴う精神疾患など

から、障害のある人が増加傾向にあり、障害の重度化・複雑化も進んできて

います。また、平成 18 年の障害者自立支援法に基づき、平成 23 年度に障

害者福祉施策の基本的な方向性の取り組みを明らかにした、「境町障害者計

画・障害福祉計画」を策定し各種施策を展開しており、今後も計画目標等の

実現に向けた取り組みを今後も継続して進めていく必要があります。 

 

 

施策の方向 4-4 障害福祉の理解と支援 

施 策 
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施  策 施策内容 担  当 

各種健診の充実 

子宮がん，乳がん，骨粗しょう症検診等の

各年代，性別に応じた健診を進め疾病予防

の機能を高める。 

健康推進課 

食育の推進 

管理栄養士や食生活改善推進委員，ボラン

ティア団体の協力により、手作りおやつ教

室や親子料理教室等の開催で「食」への関

心を高める。 

健康推進課  

 

 

 

現状と課題 

 近年、食生活や喫煙・飲酒、運動不足などの生活習慣に起因した、がんや

循環器疾患などの疾病、ストレスによる心の病などが増加してきていること

から、国では国民の生活習慣の改善など、健康増進による疾病予防に重点を

置いた「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）」を推進して

います。本町においても、生活習慣病の改善や疾病予防など、町民の健康づ

くりに向けた取り組みを、今後も継続して進めていく必要があります。 

 また、町民の健康づくりに向けて、意識啓発や各種健診，健康相談などの

予防活動を積極的に進めていく必要があります。 

施策の方向 4-5 健康づくりへの支援 

施 策 
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基本目標５ 男女共同参画の推進体制づくり                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規採用職員と女性管理職の推移 
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平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

新規採用職員 女性新規採用職員 女性管理職(課長補佐以上)

現状と課題 

 地方分権の進展や少子高齢化，情報化等，社会経済情勢の変化に伴い、行

政需要はますます多様化し、内容も複雑で高度なものとなってきており、こ

れらに迅速に対応し、町民の期待に応え得る行政を運営していかなければい

けません。継続的に行政組織を見直し、柔軟性のある簡素で効率的な行政組

織を構築する必要があります。 

 また、近年では新規職員採用枠の拡大や女性管理職の割合も 5 年前に比べ

増加していることから、新たな行政課題や多様化する町民ニーズに応えられ

るため制作形成能力、専門的な知識など、更なる職員研修の充実と女性の視

点からの行政サービスの向上が必要です。 

施策の方向 5-1 庁内の推進体制の充実 

（採用人数） （女性管理職人数） 

出典：境町 職員調査（各年 4 月 1 日現在） 

 



 

  56 

 

 

 

施  策 施策内容 担  当 

女性職員の各種

研修機関等への

積極的派遣 

各種研修機関等の情報を職員へ周知し、新

たな行政課題と女性ならではの視点や想像

力の向上を図る。 

総務課 

女性職員の庁内

研修講師への積

極的登用 

新規採用職員研修をはじめ、さまざまな研

修等の講師を積極的に登用する。 
総務課  

女性職員の管理

職登用促進 
管理職登用の促進を図る。 総務課 

ワーキング委員

の配置・活用 

庁内各部にワーキング委員を置き、各部の

事業実施にあたり、男女共同参画の視点で

事業の調整・検討を図る。 

人権・男女共同推進室 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

男女共同参画社会の実現に向けた計画の確実な実施のため、行政組織内で

認識を共有し、計画推進体制の強化を図っていく必要があります。 また、行

政のみならず広く町民や事業所の理解と協力が不可欠です。  

国や県、他の自治体の動向を踏まえ、情報の収集と行政組織内の各部署に

おいて男女共同参画を積極的に推進する体制を整備し、事業・業務のあらゆ

る場面で、女性の視点に配慮した事業実施ができる体制を構築していきます。  

町職員の研修機会を充実するとともに町民を対象とする講演会・セミナー

等を開催し、計画に対する理解を深め町民と行政の協働を進めます。  

また、関係機関、民間団体等との連携と協力を進め、地域全体で男女共同参

画の推進に努めます。 計画を着実に推進するため、施策の実施状況を把握し、

定期的に点検して主要事業の進捗状況の把握に努めていきます。  

 

施策の方向 5-2 国・県・他市町村，事業所，NPO 等との連携強化 

施 策 
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男女共同参画に関する用語の認知度 

 
 

 

 

 

施  策 施策内容 担  当 

男女共同参画の

推進に向けた団

体との連携強化 

男女共同参画の視点を持って、実践的活動

を進めていくよう町民・事業者・団体への

働きかけや活動支援に努める。 

人権・男女共同推進室 

男女共同参画に

関する意識調査

等による現状の

把握 

定期的な実施調査及び統計データの収集・

整備によりプランを推進していくうえでの

基礎資料とし、現状を把握に努める。 

人権・男女共同推進室 

男女共同参画に

関わる記事の広

報掲載と広報活

動の充実 

お知らせ版や広報さかい、町のＨＰ等に情

報を提供し、有効的に意識啓発を図る。 
人権・男女共同推進室 

国，県，他自治体

との連携強化 

情報収集や情報交流を図るため、県西ブロ

ック男女共同参画研究会や各自治体で開催

される講演会等の積極的な周知や参加等を

促し関心を高める。 

人権・男女共同推進室 
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パワー・ハラスメント

モラル・ハラスメント

セクシャル・ハラスメント

ドメスティック・バイオレンス

ワーク・ライフ・バランス

パートタイム労働法

ストーカー規制法

配偶者暴力防止法

育児・介護休業法

茨城県男女経参画推進条例

さかい男女共同参画プラン

男女雇用機会均等法

男女共同参画社会基本法

内容まで知っている 聞いたことあるが、内容まで知らない 知らない 無回答

施 策 

出典：さかい男女共同参画に関するアンケート調査報告書（平成 27 年） 
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基本

目標 
項  目 

現状値    

(平成 27 年度) 

目標値    

(平成 3１年度) 

１ 

社会における男女の地位が平等と思う人

の割合       （参照:27 ページ） 
17.2％ 30％ 

セクハラを受けた経験がある人の割合 

（参照:32 ページ） 
7％ 根絶を目指す 

ＤＶを受けた経験がある人の割合 

（参照:33 ページ） 
5.7％ 根絶を目指す 

２ 

審議会等における女性の登用率 

（参照:35 ページ） 
12.2％ 30％ 

町職員女性管理職の登用率 

（参照:35 ページ） 
12％ 30％ 

行政区の役職等の女性の登用率 0％ 10％ 

３ 

女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を

続ける方がよい 

（参照:41 ページ） 

26％ 60％ 

「仕事」「家庭生活」と「地域・個人の生

活」を優先している人の割合 

（参照：43ページ） 

７％ 30％ 

４ 

男性も家事・育児に積極的に参加すべきで

ある        （参照:47 ページ） 
54.1％ 60％ 

乳がん検診の受診者の受診率 

（平成 26 年度） 
46.6％ 50％ 

子宮がん検診の受診者の受診率 

（平成 26 年度） 
33.2％ 50％ 

５ 

育児・介護休業法の認識度の割合 

（参照：57ページ） 
22％ 30％ 

男女共同参画社会基本法を認識している

人の割合      （参照:57 ページ） 
7％ ３0％ 

評価指数 


